
 人権ナビ作成等業務仕様書 

                                                     

１ 業 務 名  

人権ナビ作成等業務 

 

２ 履行場所 

   堺市役所及び堺市立学校園 

 

３ 履行期間 

   契約締結日から令和 9年 1月 31日まで 

 

４ 業務目的 

    堺市立学校園に在籍するこどもや保護者及び教職員の人権問題に対する関心を高め、人権

意識の向上を図る。 

 

５ 業務内容 

 (1)人権ナビの作成（データ） 

・ストーリーマンガ PDF版の作成（堺市ホームページ掲載用） 

・全体表紙[カラー] 

・目次[カラー] 

・各課題別表紙［カラー］ 

・ストーリーマンガ[モノクロ]（各課題１０ページ） 

   〇こどもの人権 

   〇先住民族であるアイヌの人々の人権 

・解説（各課題１ページ） 

・相談窓口[カラー] 

〇各種相談窓口（２ページ） 

※解説ページ、相談窓口に URLを掲載する際にリンク機能を付ける。 

 (2)保護者等への周知文の作成（紙ベース１枚） 

   ・Ａ５判 [カラー]マットコート 90ｋｇ 

   ・タイトルを作成し表記する。 

   ・トップページ及び各課題別表紙にアクセスできるＱＲコード・ＵＲＬを掲載する。 

・閲覧中すぐにアクセスできるように、PDFからもリンクができるようにする。 

・人権ナビ「しあわせをめざしてつながろう Vol.61」及び「堺市・堺市教育委員会」を表記

する。 

 

６ 納期及び納品等  

  ・上記 5（1）のストーリーマンガ PDF版の納期は、令和 8年 11月 27日（金）までとする。 

・完成品については、人権教育課へ PDFファイルを納品する。 

・保護者等への周知文については、別途作成する配送先リストに基づき、堺市立学校園及び 

堺市役所（人権教育課）へ、令和 8 年 12 月 3 日までに発送すること。なお、20 枚ごとに

間紙を挟み込み仕分けしやすくすること。（令和 7年度の配布部数等は別紙参照） 

・完成品については、市において業務の用に供するため、必要に応じて編集及び加工して使

用する場合がある。 



７ 構成・内容  

表 紙 

目 次 

●全体表紙［カラー］（1ページ） 

・第 1部・第 2部の作画等をアレンジするなど活用し、ストーリーマンガのイメージ

が伝わる全体表紙とする。 

・全体イメージが伝わるタイトルを作成し表記する。 

・人権ナビ「しあわせをめざしてつながろう Vol.61」及び「堺市・堺市教育委員会」

を表記する。 

 

●目次[カラー]（1ページ） 

第 1部 

【こどもの人権】 

 

＊ストーリーマンガ（こどもの人権）の表紙[カラー]（1ページ） 

＊ストーリーマンガの内容[モノクロ](10ページ) 

 

 こどもが家事や家族の世話をすることは、「お手伝い」の一環であればごく普通のこ

とと思われるかもしれない。しかし、ヤングケアラーが担っている家事や家族の世話は、

お手伝いとしてこどもが行うものとは異なり、本来大人が担うと想定されている家事や

家族の世話などを日常的に行うなど、その責任と負担はかなり重いものである。それに

よってこども自身が、自分の時間を取れない、勉強する時間が十分に取れない、友人と

遊ぶことができない、ケアについて相談できる人がいなく孤独やストレスを感じるなど

権利が守られていない可能性が高い。 

 こどもによっては、そういう影響を感じながらも自分がヤングケアラーということに

気付いていなかったり、頑張るあまり一人で悩みを抱えてしまったりすることもある。 

 日本においては、ヤングケアラーを直接規制する単独の法律は制定されていないが、

令和 6（2024）年 6月に「子ども・若者育成支援推進法」が改正され、ヤングケアラー

を「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若

者」と定義し、国や地方公共団体が支援に努めるべき対象として明記された。 

 すべての人が、ヤングケアラーという存在を認知し、一人で悩みを抱え、孤独になり

がちなヤングケアラーに周囲の人たちが気付き、寄り添うことがいかに大切かを理解で

きる内容とする。 

 

＊解説ページ（巻末）［カラー］（1ページ） 

ストーリーマンガの内容についてより理解が深まるよう解説ページを作成する。 

ストーリーマンガに関連する相談窓口等を記載する。（URLがある場合、リンク機能を 

付ける） 

第 2部 

 

【先住民族であるアイヌの人々の人権】 

 

＊ストーリーマンガ（先住民族であるアイヌの人々の人権）の表紙[カラー]（1ページ） 

＊ストーリーマンガの内容[モノクロ](10ページ) 

 

 北海道を中心とした地域に古くから住んでいたアイヌの人々は、独自の言語であるア

イヌ語を持ち、「ユカㇻ」（英雄叙事詩）などの口承文芸や伝統的な儀式・祭事など固有

の文化を発展させてきた。しかし、次第に独自の生活様式や文化が侵害されるようにな



り、特に近世以降は土地を奪われ、教育の場などでアイヌ語の使用が禁じられて日本語

を使うことを強制されるなどの同化政策が進められたことにより、生活の基盤や独自の

文化を失い、今日では文化の十分な保存・伝承が図られているとは言い難い状況にある。 

 平成 9（1997）年、明治時代に公布された「北海道旧土人保護法」等が廃止され、ア

イヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図るため、「アイヌ文化の振

興並びにアイヌの伝統等に関する知識及び啓発に関する法律（アイヌ文化振興法）」が

成立しました。また、令和元（2019）年 5月には「アイヌ文化振興法」が廃止され、ア

イヌの人々を先住民族として規定した「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す

るための施策の推進に関する法律」が施行され、従来の文化振興や福祉政策に加え、地

域振興、産業振興、観光振興を含めた幅広いアイヌ施策を実施することになった。 

これまでのアイヌの人々に対する誤った認識などから、今なお差別や偏見は残されて

おり、すべての人がアイヌの歴史や伝統、文化などについて理解と認識を深め、アイヌ

の人々に対する差別や偏見を解消できる内容とする。 

 

＊解説ページ（巻末）［カラー］（1ページ） 

ストーリーマンガの内容についてより理解が深まるよう解説ページを作成する。 

ストーリーマンガに関連する相談窓口等を記載する。（URLがある場合、リンク機能を 

付ける） 

その他 

【各種相談窓口】[カラー]（2ページ） 

  以下の相談窓口等について、主なものを紹介する。 

   ・こどものための相談窓口 

   ・各種人権相談窓口 

   ・障害福祉の相談窓口 

   ・外国人の人権に関する相談窓口 

   ・性的指向及び性自認に関する相談窓口 

・性暴力に関する相談窓口及び受診受付 

（URLがある場合、リンク機能を付ける） 

 

８ 業務詳細 

(1)人権ナビ（データ）及び保護者等への周知文（紙ベース 1枚）の作成 

①業務の趣旨・内容・スケジュール等について、打ち合わせ 

②ストーリー案の作成（意見交換・校正）（8月） 

③台割案の作成（意見交換・校正） 

④ネーム案・解説ページの作成（意見交換・校正）（9月） 

⑤線画案の作成（意見交換・校正）（10月） 

⑥着彩案、周知文案の作成（意見交換・校正）（11月） 

⑦完成、納品（11月） 

(2)ストーリーマンガ PDF版（堺市ホームページ掲載用）の作成 

・スマートフォンの画面の大きさで見られるよう、文字の大きさ、表記、分量等を工夫する。 

（3）ストーリーマンガは基本的に保護者を対象とするが、文章表記を用いる場合は、小学校 5年

生以降に習得する漢字に対してルビをつけるなど表記方法を工夫する。 

(4)掲載する各種相談窓口については、令和 8年 9月に発注者から一覧表を提供する。 

(5)データを使用する場合は、一般に公開されている客観的データ（特に堺市や大阪府に関連す 

るデータ）を活用し、出典根拠を示す。 

(6)受注者は漫画家等を複数名提案のうえ、発注者と協議して 2名選定すること。 



(7)漫画家の選定後、ストーリー案、台割案、ネーム案、線画案、着彩案、解説ページ案、周知文

案を提出し、発注者の承諾を得ること。 

 

９  著作権 

 (1) 著作権は市に無償で譲渡する。 

 (2) 第三者の著作物を使用する場合は、原則として「市または市の外郭団体などが発行する刊 

行物などに当該著作物を二次利用する場合は、あらかじめ無料で当該著作物使用の許可を 

得たものと見なす」旨、受注者の負担で著作権処理を行うこと。 

 (3) 前項における著作権処理の際、著作権者の意向で、市または市の外郭団体の使用に対し何 

らかの制限を設けなければ使用許諾が得られない場合は、当該著作物を使用するかどうか 

についてあらかじめ発注者の意向を聴き、その承諾を得たうえで、著作権処理を行うもの 

とする。この場合、市または市の外郭団体の使用に対し設けられた制限の内容について、 

受注者は文書で発注者に報告すること。 

 

10  暴力団等の排除について 

(1) 入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止 

①受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別

表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、原材料の購

入契約その他の契約の相手方（以下「再委託先等」という。）としてはならない。 

②これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契約等の

解除を求めることができる。 

(2) 再委託契約等の締結について 

   受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には本市の契約約款

に準じた暴力団排除条項を加えることとする。 

(3) 誓約書の提出について 

①受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者で

ない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし契約書の作成を省略する契約の場合、も

しくは受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場合はこ

の限りでない。 

②受注者は、再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第８条第２項

に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴して、本市へ提出しなけれ

ばならない。 

③受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとする。 

(4) 不当介入に対する措置 

①受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利す

ることとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当

介入」という。）を受けたときは、直ちに本市に報告し、警察に届け出なければならない。 

②受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直

ちに本市に報告し、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。 

③本市は、受注者が本市に対し、①及び②に定める報告をしなかったときは、堺市暴力団排

除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

④本市は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅

延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が①に定める報告及び届け出又は②に

定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるもの

とする。 

 

11 その他    

 (1)取材の手配、交渉等 

   市で特に指定しない限り受注者が行うこと。 



  (2)取材先及び撮影協力者の掲載については、本人（未成年の場合は保護者）または団体の承諾を 

得ること。 

(3)取材先及び撮影協力者の住所、氏名は必ず確認し、冊子配信後、速やかに本冊子の配信に関す

る情報を提供すること。 

(4)写真があれば使用・未使用を分けて、画像データ（JPEG）として納品する。 

 (5)校 正 

   ストーリーマンガごとに各工程で 2回程度。（ストーリー案、台割案、キャラクターデザイン、 

ネーム案、線画、個別表紙、全体表紙イラストカット、着彩案、周知文案） 

(6)工程表、原稿の提出 

   納品までの日程を定めた工程表を作成し、工程表に基づき原稿内容を市と協議しながら、修 

正を加えつつ作業を進めること。 

(7)契約書及び仕様書に定めのないものについては、その都度、双方協議のうえ定める。 

 

 


